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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本鉄道車輌工業会（JARI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産

業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本産

業規格である。これによって，JIS E 4041:2009 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

注記 工業標準化法に基づき行われた申出，日本工業標準調査会の審議等の手続は，不正競争防止法

等の一部を改正する法律附則第 9 条により，産業標準化法第 12 条第 1 項の申出，日本産業標準

調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本産業規格          JIS 
 E 4041：2019 
 

鉄道車両－完成車両の試験通則 

Rolling stock-Testing of rolling stock on completion of construction and 

before entry into service 

 

序文 

この規格は，2016 年に第 3 版として発行された IEC 61133 を基とし，日本の実情に則して対応国際規格

には規定されていない規定項目の追加などのため，技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JE に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，鉄道車両が完成してから営業投入までに，この規格又はその他の規定文書の要求事項を満

足していることを明らかにするための試験通則について規定する。 

この規格は，全ての鉄道車両に対して，規格全体又は規格の一部分を適用する。ただし，工事用軌陸車，

軌道敷設機械車両，バラスト交換機械工事車両及び保守作業者輸送用車両のような特定の目的の車両には

適用しない。こうした特定の車両にも，この規格を準用する場合には，必要に応じていかなる法的な要請

によるものか明確にして契約書で特別に規定する。また，この規格は，車両にぎ（艤）装する前の機器又

は装置の試験は規定しない。 

この規格は，次のような装置に適用してもよい。 

a) 車両搭載の補助電源用発電装置。 

b) 無軌条電車又はこれに類似する車両で，電気式又はエンジンによる走行駆動システムを装備している

車両。 

c) 電気式又はエンジンによる走行駆動システムを装備していない付随車両などの制御用品及び補助用

品。 

d) 車輪とレールとの間の粘着によらないで，案内・支持される車両で，電気式又はエンジンによって走

行駆動する車両。 

e) 電車線及び／又は蓄電池から給電し，電気式走行駆動システムを装備する車両。 

f) 電車線及び／又はエンジン発電機から給電し，電気式走行駆動システムを装備する車両。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 61133:2016，Railway applications－Rolling stock－Testing of rolling stock on completion of 

construction and before entry into service（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 


